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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人ビジネス機械・情報システム産業協

会（JBMIA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査

会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 

JIS X 9303 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 9303-1 第 1 部：アイコン一般 

JIS X 9303-2 第 2 部：オブジェクトアイコン 

JIS X 9303-3 第 3 部：ポインタアイコン 

JIS X 9303-5 第 5 部：ツールアイコン 

JIS X 9303-6 第 6 部：動作アイコン 
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序文 

この規格は，2004 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 11581-5 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

ツールアイコンは，現実生活で使用している道具を想起させて，作成するグラフィック及びテキスト要

素を修正・変更する対話形アイコンの集合である。ツールアイコンは，描画，ペイント，グラフィック要

素の変更などのツール機能を象徴している。 

 

1 適用範囲 

JIS X 9303 の規格群は，画面上に表示されるアイコンに適用する。アイコンは，使用者が操作したり対

話したりすることができる対象であり，データ及びコンピュータシステムの機能を表している。 

この規格は，ツールアイコンについて規定する。ツールアイコンは，実際に使われている道具に関連付

けられた機能を表している。この規格では，画面上のツールとの対話及び外観について規定する。また，

この規格は，ツールとポインタとの関係について規定する。他の種類のアイコンは，まえがきに示したこ

の規格群の他の部で規定している。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 11581-5:2004，Information technology－User system interfaces and symbols－Icon symbols 

and functions－Part 5: Tool icons（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 適合性 

システム，アプリケーション又はアイコン群（1 個以上のアイコン）がこの規格に適合するには，その

システム又はアプリケーションで使用者が利用できるすべてのツールアイコンが，JIS X 9303-1 の 5.及び

6.1，JIS X 9303-3 の 6.1，並びにこの規格の箇条 5 及び 6.1 に適合しなければならない。 

 

 


